
○ 地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、現行の障害者支援 
  施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活 
 に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを追加。                     

                                                        【平成２６年４月１日施行】 
    厚生労働省令で定める対象となる者の具体的な範囲については、施行に向けて検討 
      ※重点的な支援を行うことで地域生活に円滑に移行できることが期待される者として、保護施設、矯正施設等を退所する障害者など 

        に対象拡大する予定 

    障害者に対する支援（③地域移行支援の対象拡大）     

 
  
 

（参考）地域生活への移行に向けた支援の流れのイメージ 

      
    

     【終期】 

    ○住居の確保等 
     
       ○同行支援 
     
       ○関係機関調整     
     

        
         【中期】 

        ○訪問相談 

        ○同行支援 

        ○日中活動の 
         体験利用 

       ○外泊・体験宿泊 
     
 
 
       

    
   【初期】 

     ○計画作成 
 
     ○訪問相談、 
         情報提供 
 
 

  

            
相談支援事業者と連携による地域 

移行に向けた支援の実施 
 精神科病院 

外泊・宿泊体験 
【自宅・アパート・グループホーム等】 

        日中活動の体験利用 
                 【障害福祉サービス事業所】          

地域移行支援 
 ・事業の対象者 
  への周知 

 ・意向の聴取等 

 ・対象者選定 

 
 

相談支援 
事業者へ 
つなげる 
 

【         】  障害者支援施設 
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